
      

平成１９年（2007 年）３月９日         

建 設 委 員 会 資 料       

都 市 整 備 部 土 木 担 当 

 

 

妙正寺川北原橋付近改修工事の工事延伸について 
 

 

当 初 工 事 期 間 ： 平成１８年１月１８日から平成１９年３月末まで 

 

変 更 工 事 期 間 ： 平成１８年１月１８日から平成１９年７月末まで 

（橋梁仕上げ工事を含む） 

 

変  更   理  由 ： ①地下構造物が当初想定した位置になく、移設等に時間を要

したこと 

②地盤改良に時間を要したこと 

③施行ヤードが狭いことなどにより、工事が困難を極めてい

ること 

 

事    業    者 ： 東京都 

 

 

 

妙正寺川整備工事（その106）

（護岸L=80m、北原橋架替）

 


